
令 和 ７ 年 ５ 月 

東 京 税 関 業 務 部  

 関 係 各 位 

 

新たに追加された指定薬物の取扱いについて 

 

 

今般、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

第２条第１５項に規定する指定薬物及び同法第７６条の４に規定する医療等の

用途を定める省令の一部を改正する省令（令和７年厚生労働省令第６０号）が

公布され、新たに１物質が指定薬物に指定されましたのでお知らせします。 

 

○追加指定薬物：１物質（別紙参照） 

 

○公布日：令和７年５月１６日 

 

○施行日：令和７年５月２６日（公布日から起算して１０日を経過した日） 

 

○注意事項 

公布日から施行日の前日までの輸入通関にあたっては、厚生労働省が発給

した医薬品等輸入確認証が必要となります。 

指定薬物の輸入に関しては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律上の所定の手続きが必要になりますが、指定薬物は

原則、国や地方公共団体等が学術研究用又は試験検査のために用いる場合や

疾病の治療に用いる場合等、特定の用途に使用する場合を除いては輸入が認

められません。 
 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

東京税関業務部通関総括第２部門 

電話：03-3599-6338 
 
 



指定薬物として指定する物質 

 

物質 １ 

構  造  式 
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化  学  名： Ethyl 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate 

 

化学名字訳： エチル＝１－（１－フェニルエチル）－１Ｈ－イミダゾール－５－カルボキ

シラート 

 

通  称  等： エトミデート（Etomidate） 
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